
保険期間をお選びください。

保険期間と保険料の払込方法手 順
保険期間と保険料の払込方法を
お選びください。
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保険期間10年で自動継続特約（長期用）をセットしたご契約の場合、「予定継続期間」および「継続方式」を
お選びください（19ページ参照）。

■保険料を一括して払い込む長期一括払となります（注1）。
■キャッシュレスによる便利な保険料の払込方法をご用意しています
　（現金により払い込むことも可能です。）。

保険料の払込方法をお選びください。

（注1）地震保険は継続するたびに保険料を払い込みいただきます。
（注2）取扱代理店や保険料の額によってはご選択いただけない場合があります。

クレジットカードによって払い込む方法です。

指定口座からの口座振替によって払い込む方法です。

払込票払（注2）

クレジットカード払
（登録方式・一括払型）（注2）

口座振替

当社所定の払込取扱票によってコンビニエンスストア・郵便局で払い込む
方法です。ペイジー（Pay-easy）を利用して払い込むこともできます。

保険期間が長くなるほど、
1年あたりの保険料が割安です。

保険期間と保険料（イメージ）

〈算出条件〉（平成27年10月1日始期）
契約プラン：6つの補償プラン

（家財（6つの補償・長期用）特約をセット）
建物保険金額：2,000万円
家財保険金額：1,000万円
免責金額（建物・家財）：3万円
所在地：神奈川県
構造級別：戸建 T構造（耐火）
延床面積：100㎡
建築年月：平成27年10月
事故時諸費用特約：損害保険金×30％・300万円限度
地震火災費用特約：保険金額×5％・300万円限度

保険期間 一括払保険料 1年あたりの
保険料

6年

10年

160,100円

258,980円

約26,680円

約25,900円

賃貸建物オーナー向け特約

賃貸建物の保守、管理等に関する賠償事故を補償します。

賃貸建物所有者賠償（示談代行なし）特約
保険の対象が賃貸される建物である場合にセットできます。

※示談交渉サービスはありません。
保険金をお支払いする主な場合
賃貸建物所有者
賠償保険金

建物の偶然な事故または建物を賃貸する仕事の遂行に起因する偶然な事故により他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任
を負った場合に、賃貸建物所有者賠償保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき、賃貸建物所有者賠償保険金額を限
度とします。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。これらの費用についてはその全額をお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合
・損害防止費用　・権利保全行使費用　・緊急措置費用　・示談交渉費用　・争訟費用

■保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
■戦争、外国の武力行使、暴動、地震もしくは噴火またはこれらによる津波、

核燃料物質等によって生じた損害
■第三者との約定により加重された損害賠償責任
■施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任

賃貸マンションのすべての居住者を対象に日常生活での賠償事故をまとめて補償します。
保険の対象がマンション等の共同住宅建物の場合にセットできます。
マンション居住者包括賠償特約

保険金をお支払いする主な場合
マンション居住者
包括賠償保険金

マンションの居住者の日常生活賠償事故または事業用戸室からの偶然な漏水による水ぬれ事故等により、他人に損害を与え、法律上の
損害賠償責任を負った場合に、マンション居住者包括賠償保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき、マンション居住者包括賠償
保険金額を限度とします。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。これらの費用についてはその全額をお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合
■日常生活賠償特約の「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです（15ページ参照）。

・損害防止費用　・権利保全行使費用　・緊急措置費用　・示談交渉費用　・争訟費用

■保険期間は、6年以上10年以下の整数年でお決めいただけますが、保険期間が長くなるほど、1年
あたりの保険料が割安となりますので、10年をおすすめします。

満期返れい金・契約者配当金
■満期返れい金・契約者配当金はありません。

解約返れい金の有無
■ご契約を解約される場合、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。補償内容が同様の保険契約（火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合、補償が重複すること

があります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

建物水災支払限度額特約
・保険の対象がマンション等の共同住宅建物の一棟全体であり、「６つの補償プラン」または「５つの補償プラン」の場合にセットできます。
・保険期間の中途でのセットや削除はできません。

建物の水災事故の場合に、「お支払いする保険金の額（１）【建物の場合】（8ページ参照）」にかかわらず、以下のとおりお支払いします。

ただし、損害保険金として支払う額は、１回の事故につき建物保険金額×３０％（注２）を限度とし、免責金額は１回の事故ごとに適用します。

30％
限度
30％
限度

■自動車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
■被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を

離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
■仕事の完成または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
■仕事以外の業務の遂行または日常生活に起因する損害賠償責任　　等

【全焼・全壊（注1）の場合】 損害保険金 建物保険金額＝  30％（注２）×  
損害保険金  損害の額＝  免責金額－【全焼・全壊以外の場合】

（注1）全焼・全壊とは、次の算式による割合が80％以上である損害をいいます。

（注2）ご希望により、10％とすることもできます。

保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積
保険の対象である建物の延床面積

「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損を被った部分の床面積を含みません。

その他のオプション特約
風災・雹災・雪災支払条件変更（20万円以上事故補償）特約
・すべての契約にセットできます。　・保険期間の中途でのセットや削除はできません。

ひょう

風災、雹災、雪災の事故によって保険の対象に20万円以上の損害が生じた場合、免責金額を適用せずに損害保険金をお支払い
します。ただし、20万円未満の損害の場合は損害保険金をお支払いしません。

ひょう

＜適用される免責金額の例（6つの補償プラン、免責金額が1万円の場合）＞
契約方式 火災、落雷、破裂・爆発 水ぬれ 盗難 水災 破損、汚損 等

この特約をセットしない場合

この特約をセットした場合（損害の額が20万円以上）

この特約をセットした場合（損害の額が20万円未満）

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

１万円

０円

風災、雹災、雪災

保険金をお支払いしません。

ひょう

20万円
以上
20万円
以上
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